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編集担当者からひとこと

ご担当者の間で、ご回覧下さい。
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杉屋事務器のイチオシ商品はこれ！
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Topics

Kaltech TABLE AIR（テーブルエアー）０１

杉屋事務器の最新情報や文具の豆知識などご紹介♪

キングジム ポーズ―ペンポーチ
税込￥2,475（本体価格￥2,250）

ポーズーは、内蔵された骨格パーツを動かすことで好きな
ポーズにして使える進化系ぬいぐるみペンポーチ。手・足・背中を
自由に曲げられるため、座らせてペン立てのように使用したり、手
と足の間にスマホを立てかけてスマホスタンドのように使える！
本体にはペンを約15本収納することができ、ボールチェーン付き
なので、かばんに付けて一緒にお出かけすることも可能。ネコ、ラ
イオン、トラ、パンダ、レッサーパンダの5種類のラインナップ！

よろしくお願いします。

空気を循環するサーキュレーターのように、汚れた空気を吸込み光触媒によってキレ
イな空気となって送風。
その空気がバーテーションとなって安心快適な空間を形成します。
アクリル板によって「聞こえないから聞こえたふり」「モノを渡しにくい」等、やり取り
がスムーズに進まない日常のストレス緩和のお手伝いをします。
光触媒フィルターに光を照射すると強力な酸化力が発生します。
この酸化力を利用して空気中の菌やウイルス、ニオイなどを水と二酸化炭素に分解
してキレイな空気に浄化します。カルテックは独自の材料技術により優れだ性能を実
施しています。
パーティション買替の際はぜひTABLE AIRにしましょう！

日本文具大賞2022発表！

いつも大変お世話になっております。杉屋事務器の中原です。新型コロナウイルス感染の拡大が再度広がってきてはいますが、感染拡大
を防ぐことを第一に考え、体調には十分気を配り、健康にご留意ください。

今年で３１年の歴史がある「日本文具大賞」のグランプリが発表されました。日本文具大賞の機能部門でグランプリを受賞した商品とノミ
ネートされた商品をご紹介。機能部門グランプリに輝いたのは、レイメイ藤井の「先生おすすめ 魔法のザラザラ下じき」。子どもたちが鉛筆
を思い通りに動かし、正しい文字を書く力を育てる学習サポート下じきで、下じき表面に細かいドット加工を施しており、筆記時にザラザラと
手指に伝わることで、頭の中にイメージした文字と手指の動きが一致し、イメージ通りの文字が書けるようになる。是非使ってみたくなるア
イテムですね！次はプラスの「くるっと」使い切るまで握りやすい繰り出し式消しゴム。薄型ケースと子どもの手に

なじむサイズでいつもの消しゴム

と同じ感覚で使える。幅広6角形状

で消したい所をピンポイントで消す

ことや、広い面でまとめて消こと

ができる。

杉屋事務器から夏季休暇のお知らせ
いつも杉屋事務器をご利用いただきありがとうございます。

誠に勝手ながら、外商部と店舗を下記の通り、お盆休みとさせて
頂きます。

外商部 8月１3日（土）～8月１7日（水）

店舗 8月12日（金）１７：００閉店

8月13日(土)～8月15日(月)

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。



安全運転管理者の業務負荷を軽減！

アルコールチェック
記録管理パック

アルコール検知器との連動で測定結果を自動的に保存することができます。
アルコール反応が出た際は管理者へメール通知することもできます。

直行直帰や出張で車両を使用する従業員のアルコールチェックの結果
も一元管理が可能。お客様の働き方にあったご提案を致します。

クラウド側での測定回数・使用期間を管理して、交換時期が近
づいたら交換センサーを自動送付、メンテナンス漏れを防ぎます。

「アルコールチェックの結果を自動で記録・保存できる」

「確認結果の一元管理ができる」

「アルコール検知器交換センサー自動送付で
検知器を常時有効に保持できる」

道路交通法の改正により安全運転管理者業務の義務化範囲が
広がります

事務所＆出張先でのアルコール測定記録管理・
アルコール検知器保守業務をサポート致します

✓運転前後の目視等による酒気帯び
有無の確認

✓確認結果の記録の保持（1年間）

＋
✓酒気帯び有無の確認を、アルコール
検知器を用いて行うこと

✓アルコール検知器を正常に動作する
状態で保持すること

対象：安全運転管理者設置事業所
（乗用車:5台以上、定員11名以上の車両:1台以上を保有している事業所等）

令和4年

4月1日
施行

令和4年

10月1日
施行

「アルコールチェック記録管理パック」
３分動画公開中


